
トラクター等での農作業後、田畑から公道に出
る前には、必ず泥や土を落としてから走行して
いただきますようお願いいたします。

道路の泥汚れ防止について

農作業
農作業時には注意をお願いしします 。

に伴う

車道や歩道に落ちた泥のかたまりは、自動車だ
けでなく、歩行者・自転車等の通行の妨げとな
り、大変危険です。

やむを得ず、道路に泥や土を落としてしまった
場合は、速やかに撤去・清掃のご協力をお願い
いたします。

回覧

問い合わせ先：利根町農業政策課　0297-68-2211
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